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 令和８年度医療労務管理支援事業委託契約書 

 

 

 「令和８年度医療労務管理支援事業」（以下「委託事業」という。）の委託について、支

出負担行為担当官山口労働局総務部長 〇〇 〇〇（以下「甲」という。）と○○○○○○

○○○○○○○○○○ ○○ ○○（以下「乙」という。）とは、双方対等な立場において

次のとおり契約を締結する。 

 

 

（事業の委託） 

第１条 山口労働局長（以下「委託者」という。）は、委託事業の実施を乙に委託する。 

 

（事業の実施） 

第２条 乙は、委託者が定めた委託事業に係る仕様書及び乙が提出した委託事業実施計画書

に基づき委託事業を実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。 

 

（信義誠実の原則） 

第３条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。 

 

（委託費の額） 

第４条 甲は、委託事業の実施に要する経費（以下「委託費」という。）として、金 00,000,000

円（うち消費税等額 0,000,000 円）を限度として、乙に支払うものとする。 

２ 乙は、委託費を別紙「委託費交付内訳」に記載された科目の区分にしたがって使用しな

ければならない。当該交付内訳が変更されたときも同様とする。 

 

（委託期間） 

第５条 委託の期間は、令和８年４月１日から令和９年３月 31 日までとする。 

 

（契約保証金） 

第６条 甲は、この契約の保証金の納付を免除するものとする。 

 

（事業実施計画の変更） 

第７条 委託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委託事業変更通知書（様式第１

号）により、その旨を甲及び乙に通知するものとする。 

その際、委託者は第４条の委託費の額を変更することができるものとし、乙は変更後の

委託事業内容等に対する委託事業実施計画変更届（様式第２号）を提出するものとする。 

 一 委託事業の内容を変更するとき 

 二 国の予算額に変更があったとき 

２ 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、委託事業実施計画変更承認

申請書（様式第３号）を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。 

一 委託事業実施計画書に掲げる事業の内容を変更しようとするとき（軽微な変更を除

く。） 

二 別紙「委託費交付内訳」に記載された事業に要する経費の配分を変更しようとすると

別紙５ 



き（消費税等を除く委託費交付内訳の科目ごとに、いずれか少ない額の 20％を超えない

範囲内の流用増減である場合を除く。） 

３ 委託者は、前項の承認をするときは、甲に通知するものとする。 

４ 甲は、前項の通知を受け、委託事業の目的に照らし適正であると認めたときは、変更委

託契約書（様式第４号）により契約の変更を行うものとする。 

 

（他用途使用の禁止） 

第８条 乙は、この委託事業以外に、第４条の委託費の名目で支出してはならない。 

 

（委託事業の遂行困難） 

第９条 乙は、委託事業の遂行が困難となった場合においては、直ちにその旨及びその理由

を記載した書面を委託者に提出し、その指示を受けなければならない。 

 

（実施状況報告） 

第 10 条 乙は、委託者から要求があったときは、委託事業の遂行及び支出状況等について、

要求のあった日から 20 日以内に、委託事業実施状況報告書（様式第５号）を委託者に提出

することにより報告しなければならない。 

２ 委託者は、委託事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合には、委託事業

の実施について指示をすることができるものとする。 

 

（業務完了報告書の提出） 

第 11 条 乙は、委託事業が終了（中止又は廃止を含む。以下同じ。）したときは、直ちに業

務完了報告書（様式第６号）を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。 

 

（実施結果報告） 

第 12 条 乙は、委託事業が終了したときは、直ちに委託事業実施結果報告書（様式第７号）

を検査職員を経由して委託者に提出しなければならない。 

 

（検査の実施） 

第 13 条 検査職員は、第 11 条の業務完了報告書の提出後 10 日以内又は令和９年３月 31 日

までのいずれか早い時期までに、委託事業の成果が契約の内容に適合するものであるかど

うか検査を行うものとする。乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求め

られた場合には、これに立会わなければならない。 

２ 検査職員は、検査の結果、不合格であったときは、乙に対し指定する期間内に未履行部

分の業務を実施させることができる。この場合に要する費用は乙の負担とする。 

３ 第１項の規定は、不合格後の再検査の際にも適用するものとする。 

４ 乙は、検査に合格したときをもって、委託事業を完了するものとする。 

 

（委託費の精算等） 

第 14 条 乙は、第 12 条の委託事業実施結果報告書の提出と同時に委託事業費精算報告書（様

式第８号）（以下「精算報告書」という。）を、委託者を経由して甲に提出しなければなら

ない。 

２ 委託者は、提出された精算報告書が第 12 条の実施結果報告書に適合するものであるか前

条第１項の検査に併せて精査するものとする。 



３ 甲は、第１項の報告を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは

委託費の額を確定し、委託費確定通知書（様式第９号）により委託者を経由して乙に対し

て委託費の確定通知を行うものとする。 

なお、委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第４条に規定する委託費

の限度額を経費区分ごとに比較し、いずれか低い額とする。 

４ 乙は、前項の規定による確定通知を受けたときは、適正な支払請求書を作成し官署支出

官厚生労働省山口労働局長（以下「官署支出官」という。）に請求するものとする。 

５ 官署支出官は、乙から適法な請求書を受理した日から 30 日以内にその支払いを行うもの

とする。 

６ 第３項の規定による委託費の額の確定後、その内容に変更が生じたときは、同項の規定

に準じて再確定を行うものとする。 

 

（委託費の概算払） 

第 15 条 甲は、前条の規定にかかわらず、委託者が必要と認めた場合に限り、乙の請求によ

り国の支払計画承認額の範囲内で概算払することができる。 

２ 乙は、前項の概算払を請求するときは、委託事業費概算払請求書（様式第 10 号）を官署

支出官に提出するものとする。 

３ 官署支出官は、乙から適法な請求書を受理した日から 30 日以内にその支払いを行うもの

とする。 

 

（概算払した場合等における委託費の返還） 

第 16 条 乙は、前条の規定に基づき委託費の概算払を受けた場合であって、第 14 条第３項

の規定により委託費の額を確定した場合において、既に確定額を超える委託費が交付され

ているときは、歳入徴収官山口労働局長（以下「歳入徴収官」という。）の指定する期限ま

でに、その超える額を返還しなければならない。 

２ 乙は、委託費の取扱いから生じた預金利息その他の委託事業の実施に当たり生じた収入

についても、歳入徴収官の指示に従って返還しなければならない。 

３ 乙は、第 14 条第６項の規定により委託費の額を再確定した場合において、再確定した委

託費の額が確定額を下回るときは、前項の規定に準じてその下回る額を返還しなければな

らない。 

 

（支払遅延利息） 

第 17 条 官署支出官は、第 14 条第５項又は第 15 条第３項において、自己の責めに帰すべき

事由によりその定める期限までに乙に委託費を支払わない場合は、その翌日から起算して

支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延に対する遅延利息の

率（昭和 24 年大蔵省告示第 991 号）に定める率により計算して得られた額（百円未満切

捨）を遅延利息として乙に支払うものとする。 

 

（委託費の経理） 

第 18 条 乙は、委託事業の実施経過を明らかにするため、他の経理と区分して委託事業に係

る収入額及び支出額を記載し、委託費の使途を明らかにしておかなければならない。 

 

（書類の備付け及び保存） 

第 19 条 乙は、委託事業の実施経過並びに委託事業に係る収入及び支出の関係を明らかにす



る帳簿及び一切の証拠書類並びに事業内容に係わる書類等を国の会計及び物品に関する規

定に準じて整備しなければならない。 

２ 乙は、前項の書類等を委託事業の終了（中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。）の

日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（物品の管理） 

第 20 条 乙は、委託事業により取得し、又は効用の増加した財産の管理に当たっては、善良

な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付の目的に従って効率的な運用を

図らなければならない。 

 

（財産処分の制限） 

第 21 条 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、取得価格が５万円以上の財産

については、委託者の承認を得なければ処分してはならない。 

  委託者の承認を得て当該財産を処分したことにより収入があったときは、その収入の一

部又は全部を国に納付しなければならない。 

２ 委託事業の実施に伴い取得した取得価格が５万円以上の財産については、委託事業が終

了したときは、これを国に返還しなければならない。 

 

（実施に関する監査等） 

第 22 条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対し、関係帳簿、書類及

び資料の提出を求め又は監査を行うことができる。 

 

（委託事業の中止又は廃止） 

第 23 条 乙は、委託事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、委託事業中

止（廃止）承認申請書（様式第 11 号）を委託者に提出し、その承認を受けなければならな

い。 

 

（契約の解除等） 

第 24 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業の全部若しくは一部の

停止を命じ又は契約を解除することができる。この場合に乙は、第４条の委託費（本契約

締結後、委託費の額の変更があった場合には、変更後の委託費。以下同じ。）の 100 分の

10 に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国に支払わなければならない。  

 一 重大な法令違反があったとき 

二 重大な契約違反があったとき 

 三 前条の委託事業の中止又は廃止の承認申請があった場合で、委託者が承認したとき 

四 本事業を実施することが困難であると委託者が認めたとき 

五 契約期間内に委託事業が完了しないとき 

六 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められ

るとき 

七 第 13 条の規定に基づく検査について、乙が従わない又は乙に詐欺その他不正行為があ

ると認められるとき 

八 第 33 条及び第 34 条の規定に違反したとき 

２ 乙は、前項の規定により契約の解除があったときは、第 14 条の規定に準じて委託費の精

算を行う。ただし、契約の解除について乙に故意又は重大な過失が認められたときは、甲



は、その一部又は全部を支払わないことができる。 

また、既支払分がある場合には、その返還を求めることができるものとする。 

３ 甲は、乙について民法第 542 条各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せ

ず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

４ 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責

めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 

５ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害額が違約金の額を超過する場合において、甲が

その超過分について賠償請求することを妨げない。 

 

（損害賠償） 

第 25 条 乙は、この契約に違反し、又は故意若しくは重大な過失により国に損害を与えたと

きは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。 

２ 甲は、前条第１項第４号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の

請求をしないものとする。 

３ 乙は、この契約を履行するに当たり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担において

その損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由によ

る場合は、この限りではない。 

４ 甲は、前条第１項各号（第４号を除く。）、同条第３項、第 30 条第２項、第 39 条、第

41 条、第 42 条、第 44 条第２項及び第 46 条の規定により本契約を解除した場合は、これ

により乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

５ 乙は、甲が前条第１項各号（第４号を除く。）、同条第３項、第 30 条第２項、第 39 条、

第 41 条、第 42 条、第 44 条第２項及び第 46 条の規定により本契約を解除した場合におい

て、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

 

（延滞金及び加算金） 

第 26 条 乙は、第 16 条の規定による委託費の残額等、第 21 条の規定による収入及び前条の

規定による損害賠償金を歳入徴収官の指定する期日までに支払わないときは、その支払期

限の翌日から起算して支払のあった日までの日数に応じて、年 3.0％の割合で計算した金

額を延滞金として支払わなければならない。 

２ 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費に係る

領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為及び証拠書類等の滅失・毀損等による

使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部の返還を

し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、

年 20％の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。ま

た、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さな

いこととする。 

３ 甲は、前項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金の一部又は

全部を免除することができる。 

４ 甲は、第２項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、

不適切金額の全部又は一部の返還を免除することができる。 

５ 第２項の委託費の返還については、第１項の規定を準用する。延滞金、元本（返還する

委託費）及び第２項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、

元本の順とする。 

 



（再委託） 

第 27 条 乙は、委託事業の全部を第三者（乙の子会社（会社法第２条第３号に規定する子会

社をいう。）を含む。）に委託することはできない。 

２ 乙は、再委託する場合には、甲に再委託に係る承認申請書（様式第 12 号）を提出し、そ

の承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が 50 万円未満の場合は、この限りで

ない。 

３ 契約金額に占める再委託契約金額の割合は、原則２分の１未満とする。 

４ 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者（以下「再

受託者」という。）の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 

５ 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項

について本委託契約書を準用して、再受託者と約定しなければならない。 

 

（再委託先等の変更） 

第 28 条 乙は、再委託先を変更する場合は、当該再委託が前条第２項ただし書に該当する場

合を除き、甲に再委託に係る変更承認申請書（様式第 13 号）を提出し、その承認を受けな

ければならない。 

２ 乙は、前条により承認を受けた再委託の業務の範囲又は再委託契約金額を変更する場合

には、前条第２項ただし書きに該当する場合を除き、前項の規定に準じて甲の承認を受け

なければならない。 

 

（履行体制） 

第 29 条 乙は、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商

号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図（別紙）を甲に提

出しなければならない。この場合において、第 27 条第４項の規定は、当該第三者について

も適用する。 

２ 乙は、履行体制図（別紙）に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書（様式

第 14 号）により甲に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場

合については、届出を要しない。 

一 受託業務の実施に参加する事業者（以下「事業参加者」という。）の名称のみの変更の

場合 

二 事業参加者の住所の変更のみの場合 

三 契約金額の変更のみの場合 

３ 前項の場合において、甲は委託事業の適正な履行の確保のため必要があると認めたとき

は、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 

 

（成果物が契約の内容に適合しない場合の措置） 

第 30 条 甲は、第 13 条に規定する検査が完了した後において、当該成果物が契約の内容に

適合していないこと（以下「契約不適合」という。）を知った時から１年以内に（数量ま

たは権利の不適合については期間制限なく）その旨を乙に通知した場合は、次の各号のい

ずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、

乙に対して第２号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第１号の履行を催

告することを要しないものとする。 

 一 甲の選択に従い、甲の指定した期間内に、乙の責任と費用により、他の良品との引換

え、修理又は不足分の引渡しを行うこと 



 二 直ちに代金の減額を行うこと 

２ 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約

の解除を行うことができる。 

３ 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不

適合が重大である場合は、第１項の通知期間を経過した後においてもなお前２項を適用す

るものとする。 

 

（権利の帰属） 

第 31 条 委託事業に関する成果物の原著作権及び二次的著作権（著作権法（昭和 45 年法律

第 48 号）第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。）は、全て委託者に帰属する。

また、委託者は、成果物について、著作権法第 47 条の３の規定に基づき、複製、翻案及び

第三者に納入成果物を提供することができるものとする。 

２ 成果物については、乙は、委託者に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、

また、第三者をして行使させないものとする。 

 

（公表等の制限） 

第 32 条 乙は、委託者の承諾なしに、委託事業の内容を公表してはならない。 

 

（守秘義務） 

第 33 条 乙は、委託事業に関して知り得た秘密を委託者の承諾なしに他に漏らし、又は他の

目的に使用してはならない。 

 

（個人情報の取扱い） 

第 34 条 乙は、この契約により知り得た個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成 15

年法律第 57 号）第２条第１項にいう個人情報をいう。以下同じ。）の漏えい、滅失、及び

毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、この契約による事務における個人情報の取扱いに関して、責任者、業務従事者の

管理体制、実施体制及び個人情報の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し、その内

容を個人情報管理体制等報告書（様式第 15 号）により委託者に報告しなければならない。

また、乙は、個人情報の管理状況等について、年１回以上、委託者に報告しなければなら

ない。 

３ 乙は、この契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集

し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等（以下「本件個人情報等」という。）を

当該契約による目的以外のために委託者の承諾無しに使用又は第三者に提供若しくは漏え

いしてはならない。 

４ 乙は、本件個人情報等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾無しに複写し、

又は複製してはならない。作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、

作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。 

５ 乙は、本件個人情報等を、この契約完了後、速やかに委託者に返還し、引き渡し、又は

個人情報を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄するものとする。ただし、委託

者が別に指示したときは当該方法によるものとする。消去又は廃棄した場合には、乙はそ

の内容等を個人情報が記載された資料の消去・廃棄報告書（様式第 16 号）により委託者に

報告しなければならない。 

６ 個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案が発生した場合には、乙は速やかに



事案の発生した経緯、被害状況等をまとめ委託者に報告するとともに、自己の費用及び責

任において被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を講じなければならない。また、

乙は事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。 

７ 乙は、乙の個人情報の管理状況等について、定期的に検査を行わなければならない。 

８ 委託者は、必要があると認めるときは、乙に対し、個人情報の管理状況等について質問

し、資料の提供を求め、又は委託者の指定する職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り

調査をさせることができる。この場合、乙は委託者に協力しなければならない。 

９ 本条の規定は、乙が委託事業の一部を第三者に再委託する場合及び再委託した業務に伴

う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。 

10 第３項及び第４項の規定については、委託事業を終了し、又は解除した後であっても、

なおその効力を有するものとする。 

 

（情報セキュリティ対策に関する監査）  

第 35 条 甲は、乙に対して仕様書等に定める情報セキュリティ対策に関する監査を行うこと   

ができる。 

２ 甲は、前項に規定する監査を行うため、甲の指名する者を乙の事業所その他の関係場所

に派遣することができる。 

３ 甲は、第１項に規定する監査の結果、乙の情報セキュリティ対策が厚生労働省の定める

基準を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求め

ることができる。 

４ 乙は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかに、その是正措置を講じなけ

ればならない。 

５ 前各項の規定は、乙の下請負人等（下請負人（下請が数次にわたるときは、すべての下

請負人を含む。）、再受託者（再委託以降のすべての受託者を含む。）及び自己、下請負

人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下

同じ。）について準用する。ただし、第３項に規定する甲が行う是正のための求めについ

ては、乙に対し直接行うものとする。 

６ 乙は、甲が乙の下請負人等に対し監査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協力をし

なければならない。 

 

（事故等発生時の措置） 

第 36 条 乙は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措

置を講じるとともに、直ちに把握しうる限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を

甲に報告しなければならない。 

２ 次に掲げる場合において、乙は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握しうる限り

の全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。 

一 保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン（以下「サーバ等」という。）に悪  

意のあるコード（情報システムが提供する機能を妨害するプログラムの総称であり、コ

ンピューターウイルス及びスパイウェア等をいう。以下同じ。）への感染又は不正アク

セスが認められた場合 

二 保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のネットワークに接続されているサ

ーバ等に悪意あるコードへの感染が認められた場合 

３ 第１項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、

乙は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を甲に報告しなければならない。 



４ 前３項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生し

た可能性又は将来発生する懸念について乙の内部又は外部から指摘（報道を含む。）があ

ったときは、乙は、当該可能性又は懸念の真偽を含む把握しうる限りの全ての背景及び事

実関係の詳細を速やかに甲に報告しなければならない。 

５ 前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。 

６ 乙は、第１項に規定する事故がこの契約に与える影響等について調査し、その後の措置

について甲と協議しなければならない。 

７ 第１項に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前項に規

定する協議の結果執られる措置に必要な費用は、乙の負担とする。 

８ 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。 

 

（契約履行後における乙の義務等） 

第 37 条 前２条の規定は、契約期間終了後においても適用する。ただし、当該情報が保護す

べき情報でなくなった場合は、この限りでない。 

２ 甲は、契約履行後における乙に対する保護すべき情報の返却、提出等の措置のほか、業

務に支障が生じるおそれがない場合は、乙に保護すべき情報の破棄を求めることができる。 

３ 乙は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があ

るときは、その理由を添えて甲に協議を求めることができる。 

 

（委託事業の引継） 

第 38 条 乙は、委託事業が終了し、委託事業を受託する次の事業者が乙でない場合には、当

該事業の引継を乙が実施する委託事業が終了するまでに適切に行うものとする。 

 

（談合等の不正行為に係る解除） 

第 39 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、

本契約の全部又は一部を解除することができる。 

一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあって

は、その役員又は使用人。以下同じ。）に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）第７条又は同

法第８条の２（同法第８条第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の

規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３にお

いて読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行ったと

き、又は同法第７条の４第７項若しくは同法第７条の７第３項の規定による課徴金の

納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

二 乙又は乙の代理人が刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の６若しくは同法第 198

条又は独占禁止法第 89 条第１項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき

（乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。）。 

２ 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の４第７項又は同法第７

条の７第３項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に

提出しなければならない。 

 

（談合等の不正行為に係る違約金） 

第 40 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一

部を解除するか否かにかかわらず、違約金（損害賠償金の予定）として、甲の請求に基づ



き、委託費の 100 分の 10 に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならな

い。 

一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第８条の２

（同法第８条第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除

措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（同法第

８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を

行い、当該納付命令が確定したとき。 

三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の４第７項又は同法

第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

四 乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の６若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第

１項の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前

項に規定する額のほか、契約金額の 100 分の５に相当する額を違約金として甲が指定する

期日までに支払わなければならない。 

一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（同法第

８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）及び第６項の規定による課徴金の

納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

二 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 

三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出してい

るとき。 

３ 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 

４ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲

がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

（属性要件に基づく契約解除） 

第 41 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、

本契約を解除することができる。 

一 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人で

ある場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表

者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をい

う。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２

条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし

ているとき。 

五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

 

 （行為要件に基づく契約解除） 

第 42 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合



は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

一 暴力的な要求行為 

二 法的な責任を超えた不当な要求行為 

三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 

五 その他前各号に準ずる行為 

 

 （表明確約） 

第 43 条 乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたって

も該当しないことを確約する。 

２ 乙は、前２条各号の一に該当する者（以下「解除対象者」という。）を下請負人等とし

ないことを確約する。 

 

 （下請負契約等に関する契約解除） 

第 44 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当

該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなけれ

ばならない。 

２ 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人

等の契約を承認したとき又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等と

の契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないと

きは、本契約を解除することができる。 

 

（厚生労働省所管法令違反に係る報告） 

第 45 条 乙は、乙又はその役員等が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は

送検された場合は、速やかに甲に報告する。 

 

（厚生労働省所管法令違反等に係る契約解除） 

第 46 条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、

乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

一 乙又はその役員等が、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受け又は送検され

たとき。 

二 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告に虚

偽があったことが判明したとき。 

三 乙が、乙又はその役員等が第１号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明し

たとき。 

２ 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 

 

（厚生労働省所管法令違反等に係る違約金） 

第 47 条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づ

き、委託費の 100 分の 10 に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならな

い。 

２ 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 

３ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲

がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 



 

（違約金に関する遅延利息） 

第 48 条 乙が本契約に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は当

該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算

した額の遅延利息を国に支払わなければならない。 

 

 （不当介入に関する通報・報告） 

第 49 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴ

ロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」とい

う。）を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるととも

に、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協

力を行うものとする。 

 

（紛争又は疑義の解決方法） 

第 50 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し生じた疑義については、その都度、

甲と乙双方が協議して定めるものとする。 

２ 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については○○地方裁判所を

第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

 

 

 

 

この契約の成立の証として、本契約書２通を作成し、双方記名押印の上、各自１通を保有

する。 

 

 

 

 令和 ８ 年 ４ 月 １ 日 

 

   甲 山口県山口市中河原町６番 16 号 山口地方合同庁舎２号館 

     支出負担行為担当官 

     山口労働局総務部長 

                      〇〇 〇〇   印 

 

 

   乙 ○○○○○○○○○○○○○○○ 

     ○○○○○○○○○○○○○○○ 

                      ○○ ○○   印  



（別紙）  
 

委 託 費 交 付 内 訳 

 

区  分 委託金額 

 

Ⅰ 事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 管理費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ⅲ 消費税 

 

 

 

 

 

 
Ⅳ 合計 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第１号） 

 

委託事業変更通知書 

 

令和  年  月  日 

 

甲 

        殿 

乙 

 

 

山口労働局長 

 

 

 「令和８年度医療労務管理支援事業」の内容に下記の変更の必要が生じたので通知します。 
 委託費交付額及び委託事業実施計画を変更する必要がある場合は、様式第２号を提出してください。 

 

記 

 

１ 変更理由 

 

 

２ 変更事項 

 

変   更   前 

 

変   更   後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第２号） 

 

委託事業実施計画変更届 

 

                                                           令和  年  月  日 

山口労働局長 殿 

 

                               乙 

 

 「令和８年度医療労務管理支援事業」の事業内容変更通知に基づく実施計画の変更を下記のとおり届出

します。 

 

記 

 

１ 変更年月日   令和  年  月  日 
 
 
２ 変更事項                                                                     
（１）実施計画 

変   更   前 

 

変   更   後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）委託費交付内訳 

 

区  分 変更前 変更後 

 

Ⅰ 事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 管理費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ⅲ 消費税 

 

 

 

 

 

 

 
Ⅳ 合計 

 

 

 

 

 

 

 

 



 （様式第３号） 

 

委託事業実施計画変更承認申請書 

 

                                                           令和  年  月  日 

山口労働局長 殿 

 

                               乙 

 

 「令和８年度医療労務管理支援事業」実施計画を変更したいので、承認いただきたく下記により申請し

ます。 

 

記 

 

１ 変更理由                                                                     
 

 

２ 変更年月日      令和  年  月  日                                       
 

３ 変更事項                                                                     
（１）実施計画 

変   更   前 

 

変   更   後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）委託費交付内訳 

 

区  分 変更前 変更後 

 

Ⅰ 事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 管理費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ⅲ 消費税 

 

 

 

 

 

 

 
Ⅳ 合計 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第４号） 

 

変更委託契約書 

 

令和○年○月○日付けで支出負担行為担当官山口労働局総務部長 〇〇 〇〇（以下「甲」という。）

と○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○（以下「乙」という。）との間で締結した○○○○事業

に係る委託契約（以下「原契約」という。）について、当該契約書第７条第４項に基づき、下記のとおり変

更する。 

 

記 

 

第１条 原契約書第２条中の仕様書を別添のとおり変更する。 

 

第２条 原契約書第４条中の「金 00,000,000 円（うち消費税等額 0,000,000 円）」を「金 00,000,000 円

（うち消費税等額 0,000,000 円）」に変更する。 
 
第３条 原契約書第４条第２項の「別紙「委託費交付内訳」」を別紙のとおり変更する。 
 
第４条 本契約の定めのない事項については、原契約の諸条件を適用するものとし、本契約の履行につき、

疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議し、解決するものとする。 

 

 

 この契約の成立の証として、本契約書２通を作成し、甲乙双方が記名押印の上、それぞれ１通を保管す

るものとする。 

 

 

 令和  年  月  日 

 

 

   甲 山口県山口市中河原町６番 16 号 山口地方合同庁舎２号館 

     支出負担行為担当官 

     山口労働局総務部長 

                      〇〇 〇〇   印 

 

 

   乙 ○○○○○○○○○○ 

 

                      ○○ ○○   印 



別 紙 

 

委託費交付内訳（変更後） 

 

 

区  分 金 額 備 考 

 

Ⅰ 事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 管理費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ⅲ 消費税 

 

 

 

 

 

 

 
Ⅳ 合計 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第５号） 

 

委託事業実施状況報告書 

 

 

                                                            令和  年  月  日 

 

山口労働局長 殿 

 

 

                    

                              乙 

 

 令和○年○月○日付けで貴職から要求のあった「令和８年度医療労務管理支援事業」の実施状況を別添

により報告します。 

 

 



（様式第６号） 

 

 

                                                            令和  年  月  日 

 

 検査職員 

  山口労働局雇用環境・均等室 
 ○○ ○○ 殿 

 

 

乙 

 

 

 

業務完了報告書 

 

 

   契約件名  令和８年度医療労務管理支援事業 

 

 

 

 上記の業務について、令和○年○月○日をもって完了したので、本件契約書第 11 条の規定に基づき報

告します。 

 



（様式第７号） 

 

委託事業実施結果報告書 

 

令和  年  月  日 

 

山口労働局長 殿 

 

 

                             乙 

 

 

 「令和８年度医療労務管理支援事業」の実施結果を別添により報告します。 

 



（様式第８号） 
 

委託事業費精算報告書 

 

令和  年  月  日 

 

支出負担行為担当官 

  山口労働局総務部長 殿 

 （山口労働局長経由） 
 

                              乙 
 
 

 「令和８年度医療労務管理支援事業」について下記のとおり精算します。 

 
 

記 

 

 

 １．委託費の額  金         円也 

 

 ２．委託費使用内訳 

 

区分 

 

委託費の額 

(A) 

流用の額 

 

流用後の委託

費の額(B) 
支出額 

(C) 

差引差額 

(AまたはB)－C 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小  計       

消費税       

合 計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３．受取利息の額           円也 

 

 ４．返還を要する額          円也 

 

 ５．委託費支出内訳明細書   別紙のとおり 
 



 

1 

（別紙） 
 

区分 

 

委託費の額 

(A) 

（消費税抜き） 

流用の額 

 

流用後の 

委託費の額 
(B) 

支出額 

（消費税抜き） 

(C) 

差引差額 

(AまたはB)－C 

支出済 
消費税額 

 
未払消費税額 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

※支出済消費税額は現に支出した消費税額を記載し、未払消費税額は委託費としての消費税を納付する際に納付することとなるため支出額×消費税率によ

り算出した額を記載する。支出済消費税及び未払消費税額の合計は、委託事業費精算報告書の支出額における消費税と一致する。 

 



記載例 

（別紙） 
 

区分 

 

委託費の額 

(A) 

（消費税抜き） 

流用の額 

 

流用後の 

委託費の額 
(B) 

支出額 

（消費税抜き） 

(C) 

差引差額 

(AまたはB)－C 

支出済 
消費税額 

 
未払消費税額 

備考 

 

 

事業費 

 人件費 

 旅費 

 

管理諸経

費 

 

 

 

 

 

 

300,000円 

 

 

 

30,000円 

 

 

 

 

 

 

0円 

 

 

 

0円 

 

 

 

 

 

 

300,000円 

 

 

 

30,000円 

 

 

 

 

 

 

246,290円 

200,000円 

46,290円 

 

24,600円 

 

 

 

 

 

53,710円 

 

 

 

5,400円 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,629円 

 

2,460円 

 

 

20,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 

 

330,000円 

 

 

 

330,000円 

 

270,890円 

 

59,110円 

 

7,089円 20,000円  

 

※支出済消費税額は現に支出した消費税額を記載し、未払消費税額は委託費としての消費税を納付する際に納付することとなるため支出額×消費税率によ

り算出した額を記載する。支出済消費税及び未払消費税額の合計は、委託事業費精算報告書の支出額における消費税と一致する。 

 

人件費などで、消費税を支払っ

ていないが、委託事業の請求に

あたり、消費税を算出した額を

記載する。 

既に消費税を含めて支払を

している場合で、その支出

した消費税額を記載する。 



 

1 

（様式第９号） 

 

令和  年  月  日 

 

乙  殿 

 

支出負担行為担当官  

山口労働局総務部長 
（山口労働局長経由）  

 

 

委託費確定通知書 

 

 

令和  年  月  日付けで提出のあった「令和８年度医療労務管理支援事業」に係る委託事業実施結

果報告書（様式第７号）及び委託事業費精算報告書（様式第８号）について、令和８年度医療労務管理支

援事業委託契約書第 14 条第３項の規定に基づき審査した結果、下記のとおり委託費の額を確定したので

通知します。 

 

 

記 

 

 

確定額  金        円 
  



 
（様式第 10 号） 

 

委託事業費概算払請求書 

 

令和  年  月  日 

 

 

官署支出官 

山口労働局長 殿 

 

 

                             乙 

 

 

 「令和８年度医療労務管理支援事業」の実施に係る経費として、下記の金額を交付された

く請求します。 

 

記 

 

１．概算払の額   金         円也 

 

２．請求内訳 

    令和  年  月  日から令和  年  月  日までに要する経費 

    明細については、別紙のとおり 

 

３．振込先 

金融機関名 

預 金 種 別 

口 座 番 号 
（ふりがな） 
名 義 名 

名義名住所 



（別紙） 

令和８年度医療労務管理支援事業 
委託費内訳書 

 

 

区分 

 ① 

委託費の額 

 ② 

今回申請額 

 ③ 

既交付額 

④(②+③) 

計 

 ⑤(①-④) 

差引未交付額 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

（様式第 11 号） 

 

委託事業中止（廃止）承認申請書 

 

令和  年  月  日 

 

山口労働局長 殿 

 

 

                              乙 

 

 

 「令和８年度医療労務管理支援事業」を、下記により中止（廃止）したいので承認いただきた

く申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 中止（廃止）する事業内容 

 

２ 中止（廃止）理由 

 

３ 中止期間又は廃止年月日 

中止期間    令和  年  月  日より 

        令和  年  月  日まで 

 

（廃止年月日    令和  年  月  日） 



（様式第 12 号） 

 

令和 年 月 日 

 

支出負担行為担当官 

山口労働局総務部長 殿 

 （山口労働局長経由） 

 

 

 

名 称       

代 表者 氏名       

 

 

令和８年度医療労務管理支援事業 

再委託に係る承認申請書 

 

 

標記について、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１．委託する相手方の商号又は名称及び住所 

 

２．委託する相手方の業務の範囲 

 

３．委託を行う合理的理由 

 

４．委託する相手方が、委託される業務を履行する能力 

 

５．契約金額 

 

６．その他必要と認められる事項 

 

 



（様式第 13 号） 

 

令和 年 月 日  

 

支出負担行為担当官 

山口労働局総務部長 殿 

（山口労働局長経由） 

 

 

 

名 称       

代 表者 氏名       

 

 

令和８年度医療労務管理支援事業 
再委託に係る変更承認申請書 

 

 

標記について、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１．変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所 

 

２．変更後の事業者の業務の範囲 

 

３．変更する理由 

 

４．変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力 

 

５．契約金額 

 

６．その他必要と認められる事項 



（様式第 14 号） 

 

令和 年 月 日 

 

支出負担行為担当官 

山口労働局総務部長 殿 

（山口労働局長経由） 

 

 

 

名 称       

代 表者 氏名       

 

 

令和８年度医療労務管理支援事業 
履行体制図変更届出書 

 

 

契約書第 29 条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 

 

 

 

記 

 

 

 

１．契約件名（契約締結時の日付番号も記載のこと。） 

 

２．変更の内容 

 

３．変更後の体制図 

 



（別紙） 

 

履行体制図 

 

【履行体制図に記載すべき事項】 

・各事業参加者の事業名及び住所 

・契約金額（乙が再委託する事業者のみ記載のこと。） 

・各事業参加者の行う業務の範囲 

・業務の分担関係を示すもの 

 

 

 

【履行体制図の記載例】 

 

 

 

事業者名 住所 契約金額 業務の範囲 

Ａ ○○県○○市・・・         円  

Ｂ    

 

 

 

 

 乙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業者Ａ 

 

 事業者Ｂ 

 

 

   

 

 事業者Ｃ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第 15 号） 
 

個人情報管理体制等報告書 
                                            

                                             令和  年  月  日 
 
  山口労働局長 殿 
 
                                                    乙      
 
 
 標記について、下記のとおり報告します。 

 
 

記 
 
 
１． 責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制 

 
 
 

２． 受託者における個人情報の管理状況に係る検査 
 
 
 

３． その他必要と認められる事項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第 16 号） 

 

個人情報が記録された資料の消去・廃棄報告書 

 

令和  年  月  日 

 

山口労働局長 殿 

 

 

                             乙 

 

 

 標記について、下記のとおり実施したので報告します。 

 

 

記 

 

 

１．資料の名称及び内容 

 

 

２．保管形態（紙、CD-R、HD 等）及び数量 

 

 

３．消去・廃棄方法、作業場所 

 

 

４．消去・廃棄年月日 

 

 

５．消去・廃棄の実施責任者 

 

 

６．その他必要と認められる事項 

 

 


